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こ
の
一
般
質
問
の
内
容
は
、会
議
録（
反
訳
文
）に
基
づ
い
て
各
議
員
が
質
問
の
一
部
を
ま
と
め
、本
委
員
会
が
最
終
確
認・編
集
を
し
た
も
の
で
す
。

議
　
案

年
金
受
給
資
格
が
25
年
か
ら
10

年
に
短
縮
さ
れ
、
本
町
の
取
り

組
み
と
し
て  

ア
．対
象
者
数  

イ
．対
象

者
に
対
す
る
手
続
き
の
支
援
方
法  

ウ
．

対
象
者
に
手
続
き
漏
れ
は
な
い
か
。

　総
務
部
長
　
　ア
．対
象
者
に
つ
い

て
は
、
本
町
の
対
象
者
は
３
１
１
人
と

な
っ
て
い
る
。
イ
．対
象
手
続
の
支
援

方
法
は
、
年
金
業
務
は
国
か
ら
の
法
定

受
託
事
務
と
し
て
本
町
の
窓
口
で
、
受

給
権
者
か
ら
年
金
に
係
る
申
請
等
を
確

認
し
、
す
べ
て
の
加
入
期
間
が
国
民
年

金
第
１
号
被
保
険
者
期
間
の
方
は
受
理

し
、
審
査
し
、
申
請
な
ど
に
係
る
事
実

を
審
査
の
も
と
に
年
金
事
務
所
に
申
請

書
の
提
出
を
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
以
外

の
国
民
年
金
３
号
被
保
険
者
、
厚
生
年

金
被
保
険
者
に
つ
い
て
は
こ
ち
ら
で
の

内
容
確
認
が
十
分
で
な
い
た
め
、
年
金

事
務
所
へ
案
内
し
て
い
る
。
ウ
．対
象

者
の
手
続
き
漏
れ
は
な
い
か
と
い
う
こ

と
だ
が
、
今
年
の
11
月
16
日
現
在
で
１

０
５
名
の
方
が
手
続
き
を
ま
だ
さ
れ
て

い
な
い
状
況
で
あ
る
。

小
中
学
校
で
の
Ｉ
C
Ｔ
教
育
に

つ
い
て
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
は
、
今

で
も
２
人
に
１
台
な
の
か
。

　教
育
総
務
課
主
幹
　
　は
い
。

が
っ
か
り
だ
。
文
教
の
ま
ち
西

原
町
で
す
か
ら
、
一
人
一
台
必

要
で
す
よ
。
電
子
黒
板
で
授
業
を
し
て

い
て
２
人
で
タ
ブ
レ
ッ
ト
を
見
な
が
ら

だ
と
、
操
作
で
き
る
子
の
方
が
理
解
が

進
ん
で
い
っ
て
、
操
作
で
き
な
い
子
は

置
い
て
い
か
れ
て
し
ま
う
。「
不
便
で

は
な
い
か
。」
と
聞
い
て
み
る
と
「
か

な
り
不
便
で
す
。」
と
。
子
ど
も
た
ち

の
素
直
な
感
想
で
あ
る
と
思
う
。
２
人

に
１
台
は
使
い
に
く
い
、
や
っ
ぱ
り
１

人
に
１
台
与
え
て
は
。

　教
育
長
　
　１
人
に
１
台
が
理
想
的

だ
と
思
う
。
厳
し
い
財
政
状
況
で
非
常

に
悩
ま
し
い
。
で
き
る
か
で
き
な
い
か
、

検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。
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◇
年
　
金

◇
小
中
学
校
の
Ｉ
C
Ｔ
教
育

長浜 ひろみ  議員
ながはま

◇東部清掃施設組合の解散について議案 第 53号

《 主な議案の審議結果 》《 主な議案の審議結果 》

10年後の広域一元化のための南部地域のごみ処理施設「東部清
掃施設組合」「糸満市・豊見城市清掃施設組合」を南部広域行政
組合に統合するため。

賛成多数
原案可決

◇東部清掃施設組合の解散に伴う
　財産処分について

議案 第 54号

東部清掃施設組合の解散に伴い、清掃工場、汚泥再生処理セン
ター、し尿処理場跡地、財政調整基金を南部広域行政組合に帰属
せしめるため。

◇西原町国民健康保険税条例の一部を
　改政する条例について

議案 第 58号

国民健康保険制度の平成30年4月からの都道府県単位広域化
制度改正に伴う、県への事業納付金支出と県から示された標準
課税額をふまえ、西原町国民健康保険税条例の一部を改正する
必要があるため。

全会一致
原案可決

◇南部広域行政組合規約の変更について議案 第 55号

（　　　　　　　　　）
（　　　　　　　　　）
（　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　）

糸満市・豊見城市清掃組合、東部清掃施設組合及び島尻消防、清
掃組合（清掃事務のみ）の解散に伴い南部広域行政組合におい
て、その事務を承継することから、南部広域行政組合規約を変更
する必要が生じたため。

　将来のごみ処理の効率的かつ円滑な推進や財政負担の軽減を 図るため、清掃組合等の統合
と焼却施設の一元化に向けての取り組み

ゴミ処理広域化計画に伴う東部清掃施 設組合の解散関係
1．ごみ処理広域化計画の経緯

・サザンクリーンセンター推進協議会理
事会で、南部広域行政組合と３清掃組合を
統合し焼却施設も一元化することを承認。

・沖縄県指令企第233号で、組合規約第3
条第4号「ごみ処理広域化計画及び施設
整備に関する事務」が承認され、7月1日
施行。

・最終処分場の建設に目処がついたこと
から、サザンクリーンセンター推進協議
会理事会で、将来の組合組織及び焼却施
設の一元化に向けた取り組みを議論、4
月1日に新炉建設準備室を新設して取り
組むことを承認。

※サザンクリーンセンター推進協議会とは…
　糸満市、豊見城市、八重瀬町、与那原町、西原
町、糸満市・豊見城市清掃施設組合、島尻消防清
掃組合、東部清掃施設組合の６市町と一部事務
組合３清掃組合で構成する機関。廃棄物処理施
設及び建設候補地の選定に関すること、広域的
な施設整備に関すること等について審議してき
た。このたびの南部広域行政組合への事務移管
等により、平成３０年３月３１日付けで解散予定。

H20.3.31

H20.6.25

H28.2.25

2．今後のスケジュール

・3清掃組合構成市町村で、清掃組合の解
散議決及び財産処分議決、清掃事務を承
継する南部広域行政組合の規約変更議決
を行う（島尻消防、清掃組合は清掃のみ事
務移管）。

・3月31日付けで３清掃施設の解散、新
組合の規約変更。
・新たな南部広域行政組合の業務スタート。

H29.12月末
まで

H30 .3月末
まで

・基本構想、基本計画等の作成。建設地の決定。環境影響調査、都市計画決定、
  用地買収。施設建設を経て、平成39（2027）年度供用開始を目指す。

焼却施設の
建設【　　】

　沖縄県の国保財政は、近年、前期高齢
者交付金問題により、各自治体は財政赤
字に陥っている。西原町はこれまで国保
税の改定をせずにきたが、今後の国保財
政広域化に向け、県から示された国保税
（料）の水準に近づけるべく、県内市町村
の平均税率まで引き上げる今回の改定
となりました。


